
−確定申告−
〜所得税と町県民税の申告相談〜【役場は防犯上の都合により午前 8 時 15 分に開錠します】

〜佐原税務署からのお知らせ ☎0478-54-1331（音声案内）〜

日時● 3月 15日（月）まで（土・日を除く。ただし、3月 7日（日）は休日相談を実施します）
　　　午前9時〜正午、午後1時〜 5時（受け付けは午前8時 20分〜午後4時）
　　　混雑の状況によっては途中で受け付けを終了することもありますので、ご了承ください。
会場●役場2階　第4会議室
　　　※ �3 月 16日（火）以降の所得税の申告については、町での相談は受け付けできません。佐原税務署での�

申告をお願いします。申告書の提出のみ3月 31日（水）まで町でも受け付けます。
お問合せ●税務課課税係　☎ 76-5402

■申告・納付期限（令和 2 年分）
◦所得税および復興特別所得税・贈与税� 4月 15日（木）
◦個人事業者の消費税・地方消費税� 4月 15日（木）

■口座振替納付日
◦所得税および復興特別所得税� 5月 31日（月）
◦個人事業者の消費税・地方消費税� 5月 24日（月）
※引き落とし前日までに残高確認をお願いします。

町長日誌 （1月 1日〜 31 日）

4日 御用始めの式

新型コロナウイルス感染症対策本部会議

課長会議

消防多古分署長・消防団正副団長他来庁

（有）ティ・ティ・エス来庁

多古町社会福祉協議会会長来庁

千葉県空港地域振興課副参事来庁

5日 慶弔規程に係る弔問

6日 香取郡市町会・議会議長会名刺交換会［香取神宮］【写真①】

7日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議

慶弔規程に係る弔問

8日 令和3年度当初予算町長査定

千葉交通（株）社長来庁

教育委員任命書交付式【写真②】

10日 大宮大神１３区おびしゃ

12日 令和 3年度当初予算町長査定

慶弔規程に係る弔問

13日 令和 3年度当初予算町長査定

匝瑳市ほか二町環境衛生組合来庁

14日 令和３年度当初予算町長査定

来客対応

15日 令和 3年度当初予算町長査定

19日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議

20日 執務

21日 執務

22日 令和 3年度当初予算町長査定

25日 執務

26日 令和 3年度当初予算町長査定

27日 執務

28日 令和 3年度当初予算町長査定

29日 住家火災に係る弔問

補正予算町長査定（2月臨時議会提出）【写真③】

30日 慶弔規程に係る弔問

【写真①】

【写真②】 

【写真③】

【写真②】 

中学生
■読書感想画千葉県コンクール

奨励賞　間所瑠希

■香取郡市小中学校図工・美術作品展

絵画の部　優秀　立花成達、椎名玲央、
　　　　　　　　齊藤葵、津島伊月

立体の部　優秀　横山知弥

デザインの部　優秀　大倉優輝

■香取神宮小中学校児童生徒書画展覧会

図画の部　香取神宮崇敬会長賞　津島伊月

金賞　篠塚宗之介、杉山栞那

銀賞　椎名玲央、及川愛心、山﨑咲花

銅賞　卯田夏蓮、齋藤佳乃、寺田和奏

■香取神宮小中学校児童生徒書画展覧会

書写の部　金賞　卯田夏蓮、勝又美羽、
　　　　　　　　野平芽依

　　　　　銀賞　伊藤優杏、篠塚宗之介、
　　　　　　　　島津実桜

　　　　　銅賞　大塚翔月、平山由唯、
　　　　　　　　多田優海

■千葉県小・中・高校書き初め展覧会

書星会賞　行方敬祐、椎名優月、山﨑咲花、
日下部壮太、篠塚宗之介、勝又美羽、
菅谷美海、林歩美、小川さくら、平山恵美花、
加瀨真愛華、野平紗和、香取沙優、
木川有里菜、佐藤杏奈、野平芽依

　『まちづくり志民活動助成事業』を行っている各団体の活動成果について報告会を開催します。
　当日は、有識者からの講評や助言もいただきますので、来年度申請予定の方や
まちづくり活動に興味のある方など、ぜひご参加ください。
日時● 3月 20日（土・祝）　午後1時30分から
会場●役場2階　第4会議室
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団体名 事業名

多古町あじさいの会 あじさい庭園遊歩道整備

多古町商工会青年部 多古ＤＥ映画復活祭

一般社団法人
多古町古民家ぽんぽこ推進協議会

倒木活用いなか体験事業および
多古町自然体験キャンプ

まちづくり志民活動報告会を開催します
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多古町まちづくり志民活動を募集

申請および決定
①志民団体から新規事業の提案を受け付けます。
②第三者組織による審査選考を行います。
③採択された団体には補助金を交付します。

補助率および上限額
●単独事業…事業経費の90％（上限50万円）
●複数団体連携事業…事業経費の80％（上限60万円）
●イベント…事業経費の50％（上限50万円）
※経費からは入場料等の収入額を差し引きます。

　町民が主体となり、暮らしの改善や生きがいと充実感をもって生活できる地域社会を実
現するために、まちづくりに志を抱く方々『志民』が自ら企画し活動するための費用に対
し助成を行っています。
　この制度を活用して、あなたもまちづくりに参加してみませんか。

【申請期間】4月 1日（木）〜 9日（金）
【申請方法】  町ホームページをご覧になるか都市計画課までお問い合わせください。

※予算の範囲内での採択となります。

『志
●

ある民
●

』を
応援します！

お問合せ●都市計画課都市計画係　☎ 76-5408

令和 3年度

令和 2年度

【制度の概要】
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